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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１

１２号）第２条第２項の規定に基づき、平成１７年３月３１日付けで次の法人を指定し

ました。

１ 天草ガス株式会社

２ 九州ガス株式会社

３ 山鹿都市ガス株式会社

４ 社団法人熊本県トラック協会

５ 天草エアライン株式会社

６ くま川鉄道株式会社

７ 熊本電気鉄道株式会社

８ 肥薩おれんじ鉄道株式会社

９ 南阿蘇鉄道株式会社

１０ 社団法人熊本県バス協会

１１ 熊本フェリー株式会社

１２ 三和商船株式会社

１３ 株式会社熊本県民テレビ

１４ 株式会社熊本放送

１５ 株式会社テレビ熊本

１６ 熊本朝日放送株式会社

１７ 社団法人熊本県医師会

１８ 社団法人熊本県看護協会


